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第１章　　総　則
　（名称）
第１条　本会は「小樽築港ベイエリア委員会」という。

　（事務所）
第２条　本会は、主たる事務所を北海道小樽市築港3番3号に置く。

　（目的）
第３条　本会は、「平成17年度 小樽築港臨海公園・小樽港貯木場水域活用促進検討会」により策定された旧若竹地区水面貯木場の活用促進プランに準じ、海洋性レクリエーション・海事 思想の普及や教育の場を提供することで、市民及び近隣住民の潤い・憩い・賑わいの場を創造し、地域振興及び小樽港の発展に寄与することを目的とする。

　（活動の種類）
第４条　本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
　1. 社会教育の推進を図る活動
　2. まちづくりの推進を図る活動
　3. 観光の振興を図る活動
　4. スポーツの振興を図る活動
　5. 環境の保全を図る活動
　6. 子どもの健全育成を図る活動

第５条　本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　1. 海洋性レクリエーション体験プログラムの提供事業
　2. 海洋性レクリエーションの普及活動及びその支援事業
　3. 海の環境教育に関する事業
　4. 利用環境の保全に関する事業
　5. 海の安全の普及に関する事業
　6. 海事思想の普及に関する事業
　7. その他、本会の目的達成に必用な事項に関する事業
















第２章　　会　員
　（種別）
第６条　本会の会員は、次の２種類とする。
　1. 個人会員　本会の目的に賛同して入会した個人
　2. 法人会員　本会の目的に賛同して入会した法人

　また、本会の円滑な運営のため次の職を設ける。会員とは異なる。
　1. オブザーバー　本会の運営を視察し、会長の求めに応じて意見を述べる個人又は団体
　2. アドバイザー  会長の求めに応じて、専門的な事項についての指導及び妥当性の
　　　　　　　　  評価などを行う個人又は団体
　さらに、事業活動に参加するボランティアを設ける。会員とは異なる。
　1. ボランティア  事業の実働を担う個人。別に定める登録費の負担を求める

　（入会）
第７条　会員として入会しようとするものは、入会申込書を事務局長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

　（会費）
第８条　会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

　（退会）
第９条　
　1. 会員は、退会届を事務局長に提出し、任意に退会することができる
　2. 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす
　　(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
　　(2) 会費を１年以上滞納したとき

　（除名）
第１０条　会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の３分の２以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し議決前に弁明の機会を与えなければならない。
　1. この規約に違反したとき
　2. この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

　（拠出金品の不返還）
第１１条　会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。







第３章　　役　員
　（種別）
第１２条
　1. 本会に、次の役員を置く
　　(1) 会長　　　　１人
　　(2) 副会長　　　２人
　　(3) 理事長　　　１人
　　(4) 理事　　　　１０人以上、２０人以下
　　(5) 事務局長　　１人
　　(6) 監査　　　　２人
　2. 役員は、総会において選任する。

　（職務）
第１３条 
　1. 会長は本会を代表し全てを統括する
　2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する
　3. 理事長は本会の全ての業務を遂行し統括する、又理事の統括を行う
　4. 理事は理事長の求めに応じて業務が円滑に行われるように支援を行う
　5. 事務局長は本会の全ての作業を執行し統括する
　6. 監査は本会の財産の状況を監査する

　（任期）
第１４条
　1. 役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない
　2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする

　(役員会)
第１５条　会議は、第3章 第12条の役員をもって構成する。
　1. 役員会は、会長が召集する
　2. 役員会は、年１回総会と同日に行う、また会長が必要と認めたときは、随時これ
　　を召集する
　3. 役員会は、会長が議長となる
　4. 議決は出席役員の過半数をもってし、可否同数の場合は議長がこれを決める












第４章　　総　会
　（構成）
第１６条　総会は正会員を持って構成する。

　（開催）
第１７条　年１回会長が召集する。また会長が必要と認めたときは、随時これを召集する。

　（議長）
第１８条　総会の議長は、会長が当たる。

　（機能）
第１９条　総会は、以下の事項について議決する。
　1. 規約の変更
　2 .事業報告及び収支決算
　3. 事業計画及び収支予算
　4. 役員の選任又は解任
　5. その他運営に関する重要事項

（定足数）
第２０条　総会は正会員の２分の１以上の出席がなければ、これを開会することが出来ない。
　（議決）
第２１条　総会の議決は出席会員の過半数をもってし、可否同数の場合は議長がこれを決める。

　（書面表決）
第２２条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。また総会に出席したものとみなす。
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第５章　　会 計 及 び 事 業 計 画
　（事業計画及び予算）
第２３条　当会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

　（会計）
第２４条　当会の運営に係わる経費は、会費・事業収益・事業運営協力費・補助金・助成金・協賛金・寄付金をもって充てる。
　1. 運営経費は、会長・副会長・理事長の審議を経て決める
　2. 会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる

　（事業年度）
第２５条　当会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

　（事業の見直し）
第２６条　事業環境が変化した場合、事業の見直しや改組することが出来る。ただし総会の承認をえなければならない。




附　則

１.　本会の会費は、以下に掲げるものとする。
　(1) 個人会員
　　  会費　年額  １口　2.000円。１口以上
　(2) 法人会員
　　  会費　年額  １口　2.000円。１口以上

２.　ボランティアの登録費は以下に掲げるもとし、登録事務費用及びイベント保険料に充てる
　　  登録費　年額　300円




＊この規約は、平成１９年５月２３日より施行する。
＊この規約は、平成２０年５月　９日より施行する。
＊この規約は、平成２３年５月１３日より施行する。
＊この規約は、平成２７年６月２２日より施行する。

